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令和２年４月１日現在 等級及び職制上の段階ごとの職員数の公表について 
 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の３第２項の規定に基づき、給料表ごと

に、年度当初（令和２年４月１日現在）における等級及び職制上の段階ごとの職員数について公表

します。 
 
１ 山形市一般職の職員の給与に関する条例 
 （１）行政職給料表 

 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主事 185
技師 28
保健師 17
管理栄養士 4
保育士 16
歯科衛生士 1
精神保健福祉士 1
消防副士長 18
消防士 56

計 326
主任 183
主任技師 18
主任保健師 3
主任保育士 26
主任（再任用） 28
主任保育士（再任用） 1

計 259
主査 126

計 126
係長 147
副園長 13
主幹（特定業務担当） 41
主幹 218

計 419
課長補佐 125
副館長 4
事務次長 7
園長 8
副室長 2
業務名を冠する主幹 16
副所長 17
署長補佐 15

計 194
課長 23
室長 2
事務長 9
事務局次長 2
総括主幹 20
副参事 2
所長 9
センター長 1
園長 2
副署長 3

計 73

５級 194 13.3
１　課長補佐の職務

２　特に高度の知識又は経験を必要とする特定

　の業務を幹する職務

１　係長の職務

２　相当高度の知識又は経験を必要とする業務

　を幹する職務

126 8.6

４級 419 28.6

内訳

１級 定型的な業務を行う職務 326 22.3

等級別基準職務表に規定する基準となる職務

２級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

職務
259 17.7

等級
合計

１　主査の職務

２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務

　を行う職務

３級

主
査
級

係
長
級

課
長
補
佐
級

６級

１　課長の職務

２　委員会等の事務局次長の職務

３　高度の知識又は経験を必要とする特定の

　業務を総括する職務

73 5.0

8.6126

28.6419

13.3194

職制上の段階

22.3326

17.7259

主
事
級

主
任
級

課
長
級

5.073
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（２）教育職給料表（１） 

 
 
（３）教育職給料表（２） 

 
  

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
次長 37
消防次長 4
室長 2
館長 1
事務局次長 1

計 45
部長 13
消防長 1
教育部長 1
会計管理者 1
事務局長 4
都市政策調整監 1
情報セキュリティ推進監 1

計 22
合計 1,464 100.0 1,464 1,464 100.0

等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計

８級

１　部長の職務

２　消防長の職務

３　会計管理者の職務

４　委員会等の事務局の長の職務

22 1.4

７級
１　次長の職務

２　困難な業務を行う課長の職務
45 3.1

等級

1.422

次
長
級

部
長
級

内訳 職制上の段階

3.145

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0

計 0
主任指導主事 1

計 1

計 0
合計 1 100.0 1 1 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

0.0

２級 指導主事の職務 0 0.0 0 0.0

１級 定型的な業務を行う職務 0 0.0 0

教
頭
等

４級 市長が別に定める職務 0 0.0 0 0.0

３級 主任指導主事の職務 1 100.0 1 100.0

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
指導主事 13

計 13
課長補佐 1
副所長 2
主任指導主事 3

計 6
合計 19 100.0 19 19 100.0

68.4
教
諭
等

２級 主任指導主事の職務 6 31.6 6 31.6
教
頭
等

１級

及び

特１

級

指導主事の職務 13 68.4 13

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階
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（４）医療職給料表（１） 

 
 
（５）医療職給料表（２） 

 

  

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0

計 0

計 0
保健医療監 1
保健医療次監 1

計 2
合計 2 100.0 2 2 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

0.0

２級
相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務

を行う医師及び歯科医師の職務
0 0.0 0 0.0

１級 定型的な業務を行う医師及び歯科医師の職務 0 0.0 0

４級
特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務

を行う医師及び歯科医師の職務
2 100.0 2 100.0

部
長
級

３級
高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行

う医師及び歯科医師の職務
0 0.0 0 0.0

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0
薬剤師 12
獣医師 9

計 21
主任獣医師 7

計 7

計 0
係長 1

計 1

計 0

計 0
合計 29 100.0 29 29 100.0

0.0
課
長
級

７級 課長の職務 0 0.0 0

係
長
級

６級 課長補佐の職務 0 0.0 0 0.0

課

長

補

佐

級

５級 係長の職務 1 3.5 1 3.5

21 72.4

主
任
級

４級

特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務

を行う薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検

査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、管理栄養士及び栄養士の職務

0 0.0 0 0.0
主
査
級

３級

相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務

を行う薬剤師、獣医師、診療放射線技師、臨床検

査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法

士、言語聴覚士、管理栄養士及び栄養士の職務

7 24.1 7 24.1

主
事
級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

１級

定型的な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士、管理栄養士及び栄養士の職務
0 0.0 0 0.0

２級

１　定型的な業務を行う薬剤師及び獣医師の職務

２　困難な業務を行う診療放射線技師、臨床検査

　技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法

　士、言語聴覚士、管理栄養士及び栄養士の職務

21 72.4
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２ 山形県職員等の給与に関する条例 教育職給料表（１）の例による 

 
 
３ 山形市上下水道企業職員の給与の支給に関する規程 企業職給料表 

 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
実習講師 2
常勤講師 6
養護助教諭 1

計 9
教諭 46
養護教諭 1
主任実習教諭 1

計 48
教頭 2

計 2
校長 1

計 1
合計 60 100.0 60 60 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

15.0
講
師
等

２級

教諭、養護教諭、指導主事、管理主事、社会教育

主事（社会教育主事補を含む。以下同じ。）、主

人実習教諭又は主任寄宿舎指導員の職務
48 80.0 48 80.0

教
諭
等

１級
講師、助教諭、養護助教諭、実習教諭、実習講師

又は寄宿舎指導員の職務
9 15.0 9

教
頭
等

４級 校長の職務 1 1.7 1 1.7
校
長

３級
副校長、教頭、主任指導主事、主任管理主事又は

主任社会教育主事の職務
2 3.3 2 3.3

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主事 4
技師 12

計 16
主任 11
主任（再任用） 1

計 12
主査 18

計 18
係長 19
主幹（特定業務担当） 7
主幹 58

計 84
課長補佐 18
副所長 5
副室長 1
冠主幹 2

計 26
課長 3
室長 2
総括主幹 2

計 7
次長 6

計 6
部長 1

計 1
合計 170 100.0 170 170 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

9.4
主
事
級

２級
相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う

職務
12 7.1 12 7.1

主
任
級

１級 定型的な業務を行う職務 16 9.4 16

主
査
級

４級

１　係長の職務

２　相当高度の知識又は経験を必要とする業務

　を幹する職務
84 49.4 84 49.4

係
長
級

３級

１　主査の職務

２　特に高度の知識又は経験を必要とする業務

　を行う職務
18 10.6 18 10.6

課
長
補
佐
級

６級

１　課長の職務

２　所長の職務

３　高度の知識又は経験を必要とする特定の業務

　を総括する職務

7 4.1 7 4.1
課
長
級

５級

１　課長補佐の職務

２　副所長の職務

３　特に高度の知識又は経験を必要とする特定

　の業務を幹する職務

26 15.3 26 15.3

3.5
次
長
級

８級 部長の職務 1 0.6 1 0.6
部
長
級

７級
１　次長の職務

２　困難な業務を行う課長の職務
6 3.5 6
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４ 山形市病院事業企業職員の給与の支給に関する規程 
 （１）病院事業行政職給料表 

 

  

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
主事 2
社会福祉士 2

計 4
主任 3

計 3
主査 3
主査診療情報管理士 1

計 4
係長 2
主幹 9

計 11
課長補佐 5
副室長 1

計 6
課長 1

計 1
室長 1

計 1
事務局長 1

計 1
合計 31 100.0 31 31 100.0

3.21

課
長
級

次
長
級

部
長
級

3.21

3.21

職制上の段階

12.94

9.73

主
事
級

主
任
級

4

35.511

19.46

主
査
級

係
長
級

課

長

補

佐

級

８級 事務局長及び参事の職務 1 3.2

６級 課長、室長、副参事及び総括主幹の職務 1 3.2

７級 次長の職務 1 3.2

12.9

２級
主任、主任診療情報管理士及び主任社会福祉士の

職務
3 9.7

等級
合計 内訳

１級 主事、診療情報管理士及び社会福祉士の職務 4 12.9

等級別基準職務表に規定する基準となる職務

4 12.9

４級 11 35.5

業務名を冠する主査、主査、主査診療情報管理士

及び主査社会福祉士の職務
３級

５級 6 19.4副室長、課長補佐及び業務名を冠する主幹の職務

係長、主幹、主幹診療情報管理士及び主幹社会福

祉士の職務



6 
 

（２）病院事業医療職給料表（１） 

 
  

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
医員 4
レジデント 11
研修医 9

計 24
副医長 6

計 6
医長 16

計 16
副館長 3
部長 1
主任医長 33

計 37
合計 83 100.0 83 83 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

28.9
医
員
級

２級 副医長の職務 6 7.2 6 7.2

副
医
長
級

１級 医員、レジデント及び研修医の職務 24 28.9 24

医
長
級

４級
館長、副館長、高等看護学院長、診療部長及び主

任医長の職務
37 44.6 37 44.6

主
任
医
長
・
診
療
部
長
・

副
館
長
・
館
長
級

３級 医長の職務 16 19.3 16 19.3



7 
 

（３）病院事業医療職給料表（２） 

 
  

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階
診療放射線技師 1
臨床検査技師 3
臨床工学技士 1
言語聴覚士 2

計 7
管理栄養士 1
薬剤師 4
診療放射線技師 4
臨床検査技師 3
臨床工学技士 2
理学療法士 1
作業療法士 3
言語聴覚士 2

計 20
主任管理栄養士 1
主任薬剤師 6
主任診療放射線技師 4
主任臨床検査技師 3
主任理学療法士 1
主任作業療法士 1
主任臨床検査技師（再任用） 2

計 18
主査薬剤師 3
主査診療放射線技師 4
主査臨床検査技師 2
主査理学療法士 3
主査作業療法士 1

計 13
係長 2
主幹薬剤師 6
主幹診療放射線技師 4
主幹臨床検査技師 7
主幹臨床工学技士 2
主幹理学療法士 2

計 23
副局長 1

計 1
局長 1
技師長 2
技士長 1

計 4
合計 86 100.0 86 86 100.0

課
長
級

７級 総括主幹、薬局長、技師長及び技士長の職務 4 4.7 4 4.7

係
長
級

６級 副薬局長、副技師長及び副技士長の職務 1 1.2 1 1.2

課
長
補
佐
級

５級

１　係長の職務

２　主幹、主幹薬剤師、主幹診療放射線技師、

　主幹臨床検査技師、主幹臨床工学技士、主幹理

　学療法士、主幹作業療法士及び主幹言語聴覚士

　の職務

23 26.7 23 26.7

20 23.3

主
任
級

４級

主査、主査薬剤師、主査診療放射線技師、主査臨

床検査技師、主査臨床工学技士、主査理学療法

士、主査作業療法士及び主査言語聴覚士の職務
13 15.1 13 15.1

主
査
級

３級

主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査

技師、主任臨床工学技士、主任理学療法士、主任

作業療法士、主任言語聴覚士及び主任管理栄養士

の職務

18 20.9 18 20.9

主
事
級

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

１級

定型的な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技

師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言

語聴覚士及び管理栄養士の職務
7 8.1 7 8.1

２級

１　薬剤師の職務

２　困難な業務を行う診療放射線技師、

　臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、

　作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士の職務

20 23.3
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（４）病院事業医療職給料表（３） 

 
※ 割合については、区分ごとに小数点第２位を四捨五入しているため合計において一致しない場合がある。 

 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

計 0
看護師 118

計 118
主任看護師 88
主任看護師（再任用） 8

計 96
主査看護師 104
主査教員 4

計 108
副看護師長 33
教務副主任 1
主幹看護師（特定業務担当） 4
主幹看護師 34
主幹教員 2

計 74
副看護部長 3
看護師長 14
教務主任 1

計 18
看護部長 1

計 1
合計 415 100.0 415 415 100.0

等級 等級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 内訳 職制上の段階

0.0
主
事
級

２級
１　看護師及び高等看護学院の教員の職務

２　困難な業務を行う准看護師の職務
118 28.4 118 28.4

１級 定型的な業務を行う准看護師の職務 0 0.0 0

主
任
級

４級
主査看護師、高等看護学院の主査教員及び準看主

査の職務
108 26.0 108 26.0

主
査
級

３級
主任看護師、高等看護学院の主任教員及び準看主

任の職務
96 23.1 96 23.1

係
長
級

６級
副看護部長、看護師長並びに高等看護学院の副学

院長及び教務主任の職務
18 4.3 18 4.3

課
長
級

５級
副看護師長、主幹看護師並びに高等看護学院の教

務副主任及び主幹教員の職務
74 17.8 74 17.8

部
長
級

７級 看護部長の職務 1 0.4 1 0.4


